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衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
策
に
係
る
自
粛
要
請
に
伴
う
、
個
人
債
務
へ
の
影

響
緩
和
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
策
に
係
る
自
粛
要
請
に
伴
う
、
個
人
債
務
へ

の
影
響
緩
和
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
１
に
つ
い
て 

 
 

金
融
庁
に
お
い
て
は
、
令
和
二
年
二
月
七
日
に
、
全
国
銀
行
協
会
等
を
通
じ
て
同
協
会
等
に
加
盟
す
る
金
融
機
関
に
対
し
、

ま
た
、
個
別
の
金
融
機
関
に
対
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
、
施
設
へ
の
宿
泊
等
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な
ど

の
影
響
を
受
け
た
顧
客
か
ら
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
要
望
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
顧
客
の
状
況
等
を
十
分
に
勘
案
し
、

柔
軟
な
対
応
に
努
め
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
三
月
十
日
以
降
、
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）

第
二
十
四
条
第
一
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
預
金
取
扱
金
融
機
関
に
対
し
、
債
務
者
が
住
宅
資
金
借
入
者
で
あ
る
場
合
の
条

件
変
更
の
実
行
件
数
等
の
報
告
を
求
め
て
お
り
、
今
後
、
そ
の
状
況
を
公
表
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

一
の
２
に
つ
い
て 

 
 

経
済
産
業
省
に
お
い
て
は
、
令
和
二
年
三
月
十
日
に
、
一
般
社
団
法
人
日
本
ク
レ
ジ
ッ
ト
協
会
を
通
じ
て
、
同
協
会
に
加

盟
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
事
業
者
に
対
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
利
用
者
の
支
払

条
件
等
に
つ
い
て
、
柔
軟
か
つ
適
切
な
対
応
に
努
め
る
よ
う
要
請
す
る
と
と
も
に
、
割
賦
販
売
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第



 

２ 

 

百
五
十
九
号
）
第
三
十
五
条
の
三
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
指
定
信
用
情
報
機
関
で
あ
る
株
式
会
社

シ
ー
・
ア
イ
・
シ
ー
を
通
じ
て
、
当
該
指
定
信
用
情
報
機
関
に
加
盟
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
事
業
者
に
対
し
、
当
該
対
応
を
実
施

し
た
場
合
に
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
利
用
者
に
不
利
益
が
生
じ
な
い
よ
う
適
切
な
信
用
情
報
の
登
録
を
行
う
よ

う
要
請
し
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
金
融
庁
に
お
い
て
は
、
同
年
二
月
七
日
に
、
日
本
貸
金
業
協
会
を
通
じ
て
、
同
協
会
に
加
盟
す
る
貸
金
業
者
に
対

し
、
顧
客
の
状
況
等
を
十
分
に
勘
案
し
た
柔
軟
な
対
応
に
努
め
る
よ
う
要
請
し
、
そ
の
後
は
、
貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年

法
律
第
三
十
二
号
）
第
四
十
一
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
指
定
信
用
情
報
機
関
で
あ
る
株
式
会
社
シ

ー
・
ア
イ
・
シ
ー
及
び
株
式
会
社
日
本
信
用
情
報
機
構
を
通
じ
て
、
当
該
指
定
信
用
情
報
機
関
に
加
盟
す
る
貸
金
業
者
等
に

対
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
顧
客
か
ら
支
払
猶
予
等
の
申
出
を
受
け
、
一
定
期
間
猶
予
し

た
場
合
に
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
顧
客
に
不
利
益
が
生
じ
な
い
よ
う
適
切
な
信
用
情
報
の
登
録
を
行
う
よ
う
要
請
し
て
い
る
。 

一
の
３
に
つ
い
て 

 
 

金
融
機
関
等
関
係
団
体
の
自
主
的
自
律
的
な
準
則
で
あ
る
「
自
然
災
害
に
よ
る
被
災
者
の
債
務
整
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」
に
つ
い
て
は
、
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
適
用
を
受
け
た
自
然
災
害
の
影
響
を
受
け
た



 

３ 

 

こ
と
に
よ
っ
て
、
住
宅
ロ
ー
ン
等
の
既
往
債
務
を
弁
済
で
き
な
く
な
っ
た
個
人
の
債
務
者
が
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
た
個
人
の
債
務
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

一
の
４
に
つ
い
て 

 
 

総
務
省
に
お
い
て
は
、
日
本
放
送
協
会
に
対
し
、
令
和
二
年
三
月
十
八
日
に
、
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十

二
号
）
第
六
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
日
本
放
送
協
会
放
送
受
信
規
約
第
六
条
に
規
定

す
る
受
信
料
の
支
払
方
法
、
同
規
約
第
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
受
信
料
の
支
払
延
滞
時
に
お
け
る
取
扱
い
等
に
つ
い
て
、

受
信
契
約
者
か
ら
の
問
合
せ
に
丁
寧
に
説
明
す
る
な
ど
、
適
切
な
対
応
に
努
め
る
よ
う
要
請
し
つ
つ
、
同
月
三
十
日
に
、
旅

館
及
び
ホ
テ
ル
を
始
め
と
す
る
中
小
事
業
者
に
対
す
る
受
信
料
負
担
の
軽
減
に
つ
い
て
検
討
す
る
よ
う
要
請
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。 

一
の
５
に
つ
い
て 

 
 

東
日
本
大
震
災
時
に
は
、
相
当
広
範
囲
に
わ
た
る
建
物
の
倒
壊
、
イ
ン
フ
ラ
の
被
害
等
が
生
じ
た
こ
と
に
伴
う
地
価
変
動

が
起
こ
り
得
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
相
当
な
損
害
を
受
け
た
地
域
内
に
あ
る
土
地
等
又
は
当

該
地
域
内
に
保
有
す
る
資
産
の
割
合
が
高
い
一
定
の
法
人
の
非
上
場
株
式
等
に
つ
い
て
、
御
指
摘
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
。



 

４ 

 

阪
神
・
淡
路
大
震
災
時
に
も
、
同
様
に
、
土
地
等
又
は
非
上
場
株
式
等
に
係
る
相
続
税
の
課
税
価
格
の
計
算
の
特
例
措
置
が

講
じ
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
平
成
二
十
九
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
措
置
を
踏
ま
え
つ
つ
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二

年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
改
正
に
よ
り
、
土
地
等
又
は
非
上
場
株
式
等
に
係
る
相
続
税
の
課
税
価
格
の
計
算
の
特
例
等
の
災

害
に
対
応
し
た
措
置
に
つ
い
て
、
規
定
を
整
備
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

こ
う
し
た
こ
と
も
踏
ま
え
、
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応
と
し
て
、
御
指
摘
の
措
置
と
同
等
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

一
の
６
に
つ
い
て 

 
 

雇
用
保
険
制
度
に
お
い
て
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
求
職
者
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
九
十
日
の
所
定
給
付
日
数
の
基

本
手
当
の
支
給
が
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
、
政
府
と
し
て
は
、
ま
ず
は
、
こ
う
し
た
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百

十
六
号
）
に
基
づ
く
給
付
に
よ
り
、
求
職
者
に
対
す
る
支
援
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

前
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律



 

５ 

 

第
三
十
一
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
と
認
め
る
状
況
に
は
な

く
、
ま
た
、
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
は
、
当
該
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
国
会

が
閉
会
中
又
は
衆
議
院
が
解
散
中
で
あ
り
、
か
つ
、
臨
時
会
の
召
集
を
決
定
し
、
又
は
参
議
院
の
緊
急
集
会
を
求
め
て
同
項

に
規
定
す
る
措
置
を
待
つ
い
と
ま
が
な
い
と
き
に
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

後
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
金
融
機
関
に
よ
る
貸
付
け
等
に
伴
う
債
務
に
関
す
る
対
応
と
し
て
、
一
の
１
に
つ
い
て
で

述
べ
た
令
和
二
年
二
月
七
日
の
要
請
に
加
え
、
同
年
三
月
六
日
に
金
融
庁
か
ら
、
預
金
取
扱
金
融
機
関
に
対
し
、
既
往
債
務

の
返
済
猶
予
等
の
条
件
変
更
に
迅
速
か
つ
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
な
ど
、
事
業
者
の
資
金
繰
り
支
援
の
実
施
を
要
請
し
て
い

る
。
ま
た
、
一
の
１
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
同
庁
か
ら
預
金
取
扱
金
融
機
関
に
対
し
、
銀
行
法
等
に
基
づ
き
、
債
務

者
が
中
小
企
業
者
で
あ
る
場
合
や
債
務
者
が
住
宅
資
金
借
入
者
で
あ
る
場
合
の
条
件
変
更
の
実
行
件
数
等
の
報
告
を
求
め
る

な
ど
、
金
融
機
関
に
お
け
る
取
組
状
況
を
適
時
適
切
に
確
認
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
に
よ
っ
て
経
済
的
な
影
響
を
受
け
た
事
業
者
等
に
つ
い
て
、

必
要
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
緊
急
対
応
策 

―
第
二
弾
―
」
（
令



 

６ 

 

和
二
年
三
月
十
日
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
決
定
。
以
下
「
緊
急
対
応
策
」
と
い
う
。
）
及
び
「
生
活
不
安

に
対
応
す
る
た
め
の
緊
急
措
置
」
（
令
和
二
年
三
月
十
八
日
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
決
定
）
に
基
づ
き
、

都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
が
行
う
生
活
福
祉
資
金
貸
付
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
収
入

が
減
少
し
た
世
帯
等
に
対
し
て
、
貸
付
限
度
額
の
引
上
げ
、
据
置
期
間
及
び
償
還
期
限
の
延
長
等
の
特
例
を
設
け
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
緊
急
対
応
策
に
基
づ
き
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
対
応
と
し
て
臨
時
休
業
等
を
し
た
小
学
校
等

に
通
う
子
ど
も
等
の
世
話
を
保
護
者
と
し
て
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
労
働
者
に
有
給
の
休
暇
（
労
働
基
準
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
年
次
有
給
休
暇
を
除
く
。
）
を
取
得
さ
せ
た
事
業
主
を
支
援
す
る

た
め
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
小
学
校
休
業
等
対
応
助
成
金
を
設
け
て
い
る
ほ
か
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
に
伴
う
経
済
上
の
理
由
に
よ
り
事
業
活
動
の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
労
働
者
の
雇
用
の
安

定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
事
業
主
を
支
援
す
る
た
め
、
雇
用
調
整
助
成
金
の
特
例
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。 

 
 

引
き
続
き
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影
響
を
注
視
し
つ
つ
、
必
要
な
対
策
を
講
じ
て
ま
い
り
た
い
。 


